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平成２５年度 国立大学法人東北大学 年度計画 

 

平成 25 年３月 31 日 届出      

平成 25 年６月 25 日 一部変更、届出 

 

国立大学法人東北大学は、国立大学法人法（平成 15年法律第 112 号）第 35 条において準用す

る独立行政法人通則法第 31 条第 1項の規定に基づき、平成 25 年度の年度計画を次のように定め

る。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

①-1 東北大学独自の教養教育カリキュラムの再構築 

□ 学生にとって人間力を高め、世界に向けて視野を広げ、専門教育の基礎を確立すると

ともに、大学院での異分野融合研究を創造していくために、本学独自の教養教育カリキ

ュラムを編成する。（No.１） 

（Ｈ25 年度）新しい教養教育カリキュラムの導入を順次進める。 

 

②-1 学部専門教育の充実 

□ 社会貢献に必要な専門性・国際性の基盤となる専門分野に対する理解力と応用力を

修得させるため、また、大学院進学後の高度専門教育にスムーズに移行するための基

礎的専門知識と実践力を修得させるため、学部専門教育のカリキュラムの充実を図る。

（No.２） 

（Ｈ25 年度）学部専門教育カリキュラムの充実を図る。 

 

②-2 大学院教育カリキュラムの再構築 

□ 教養教育と専門基礎の上に築き上げられる高度な大学院教育にふさわしいカリキュ

ラムを構築する。（No.３） 

（Ｈ25 年度）高度な大学院教育カリキュラムを試行し、本格的実施を図る。 

 

②-3 厳正かつ適切な成績評価の実施 

□ 教育プログラムの水準を保証する厳正かつ適切な成績評価を実施する。（No.４） 

（Ｈ25 年度）全学教育科目において新しい成績評価基準による評価の実施等を必要に応じ

て進める。 

 

②-4 異分野融合領域における高度な研究人材の養成 

□ 国際高等研究教育機構、原子分子材料科学高等研究機構及びグローバルＣＯＥプロ

グラムとの連携の下で異分野融合領域における高度な研究人材の養成を進めるための

教育プログラムを実施する。（No.５） 
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（Ｈ25 年度）異分野融合的教育の点検・見直しを行い、新しい教育プログラムの実施等を

必要に応じて進める。 

 

②-5 社会的要請の特に高い分野における人材の養成 

□ 社会的要請の特に高い分野における高度専門職業人の養成に対する期待にこたえて、

高度専門職業人の計画的な養成を進めるための教育プログラムを実施する。（No.６） 

（Ｈ25 年度）高度専門職業人養成コースの点検・見直しを行い、新しい教育プログラムの

本格実施等を必要に応じて進める。 

 

③-1 国際的ネットワークの構築と学生の海外留学促進、受入れ留学生の増員等 

□ 国際水準の大学や機関との国際的ネットワークを構築し、スタディアブロードプロ

グラム、海外インターンシップ等を実施する。（No.７） 

（Ｈ25 年度）国際的ネットワークの活用等により構築した学生交流プログラムの効果を検

証するとともに、プログラムの充実に努める。  

 

□ 受入れ留学生の増員を促進するため、留学生の受入れ環境の整備を進める。（No.８） 

（Ｈ25 年度）留学生支援体制等を整備し、更なる充実に努める。学部・大学院英語コース

の改善に努める。 

 

④-1 学生募集力の向上 

□ 東北大学進学への動機付けを図るため、わかりやすいホームページの作成、説明会、

オープンキャンパス、移動講座などの広報活動を展開する。（No.９） 

（Ｈ25 年度）入試広報活動の点検・見直しを行いながら、アドミッション・ポリシーに重

点を置いた広報活動を展開する。留学生リクルートのための国際広報活動の

推進を図る。 

 

④-2 アドミッション・ポリシーに適合する入学者選抜方法の改善 

□ アドミッション・ポリシーに適合する学生を確保するため、入学者選抜方法の継続的

な点検・改善を図る。（No.１０） 

（Ｈ25 年度）アドミッション・ポリシー及びそれに基づく入学者選抜方法等の継続的な点

検・改善を行う。 

 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

①-1 教養教育の実施体制の整備・充実 

□ 全学体制による教養教育を強化するため、中核的な教育・研究組織を整備する。 

（No.１１） 

（Ｈ25 年度）教養教育院をはじめとする教養教育実施体制の充実を図る。 

 

①-2 学部専門教育・大学院教育の実施体制の整備・充実 

□ 教員の多様性を確保するため、外国人教員の増員、年齢構成やジェンダー・バラン

ス、実務経験等にも配慮した適切な教員配置を進める。（No.１２） 
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（Ｈ25 年度）外国人教員による学部・大学院教育体制の充実を図る。年齢構成やジェンダ

ー・バランス、実務経験等に配慮した教員配置に努める。 

 

①-3 ｅラーニングによる教育システムの拡充 

□ 効率的・効果的な教育を展開するため、ｅラーニングによる教育システムの拡充を

図る。（No.１３） 

（Ｈ25 年度）学生及び教員からの意見に基づき、教育系情報システムの連携運用の調整を

行う。また、e ラーニングを含む教育系情報技術を活用した新しい学習・教

育モデルの試行の準備に向け、引き続き開発を進める。 

 

①-4 教育の質の向上方策の推進 

□ 教育の質の向上を図るため、教育の実施体制・方法の継続的な点検など、教育改善

活動を推進する。その際には、歯学部の入学定員の適正化に向けた取組も行う。 

（No.１４） 

（Ｈ25 年度）教育の実施体制・方法の継続的な点検・見直しを行う。必要に応じて教育改

善活動に関する情報収集と各部局へのフィードバックを図る。 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 修学支援の充実 

□ 修学支援の取組を充実する。（No.１５） 

（Ｈ25 年度）寄宿舎の整備を進める。教職員等の意見に基づき多様な学生への相談・支援

体制等の見直しを必要に応じて行う。東日本大震災による被災学生への特別

支援措置を継続する。 

 

①-2 課外活動等の活性化 

□ 人間性を高め社会性を育むため、課外活動等の活性化を図る。（No.１６） 

（Ｈ25 年度）既存の課外活動施設の点検と有効活用を図る。青葉山新キャンパス整備事業

の進捗状況に応じた課外活動施設の整備に努める。引き続き学生の震災ボラ

ンティア活動に関する支援を行う。 

 

①-3 キャリア支援の推進 

□ キャリア支援の取組を推進する。（No.１７） 

（Ｈ25 年度）キャリア支援に関する部局間の連携体制の点検に基づき、必要に応じて改善

等を図る。進路選択に関する情報提供の推進や個別対応の充実に努める。 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 長期的視野に立つ基盤研究の充実 
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□ 基盤研究の重要性及び基盤研究と応用研究の不可分性に照らし、各部局・研究者の

自由な発想と独創性のある研究を支援、推進する。（No.１８） 

（Ｈ25 年度）基盤研究を支援、推進するための施策について、必要に応じて改善・充実や

新たな施策の実施等を進める。 

 

□ 共同利用・共同研究拠点は、大学の枠を超えて全国に開かれた関連研究分野の中核

としての使命を遂行するため、業務運営の一層の改善を行う。（No.１９） 

（Ｈ25 年度）各拠点は、運営委員会等による意見を踏まえ、必要に応じて業務運営の改善

を行い、関連研究分野の中核としての機能強化に努める。 

 

□ 附置研究所は、学術研究の動向や経済社会の変化に対応しながらその機能を十分に

発揮し、高い研究水準を維持する学術研究の中核的研究拠点としての使命を遂行する

ため、業務運営の一層の改善を行う。（No.２０） 

（Ｈ25 年度）各附置研究所は、推進する研究領域や業務運営を見直し、必要に応じて改善

を行い、中核的研究拠点としての機能強化に努める。 

 

①-2 社会的課題にこたえる戦略的研究の推進 

□ 社会的ニーズと本学の多様な研究シーズを組み合わせ、社会的課題にこたえる戦略

的研究を推進する。東日本大震災による被災からの復興・地域再生を先導する研究を

推進する。（No.２１） 

（Ｈ25 年度）最先端研究開発支援プログラムをはじめとする戦略的研究、東日本大震災に

よる被災からの復興・地域再生を先導する研究を推進する。学内横断的研究

チームの組織化状況について、必要に応じて見直しを行う。 

 

①-3 世界トップレベルの特定研究領域の育成 

□ 世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム（ＷＰＩ）に採択され発足させ

た原子分子材料科学高等研究機構を世界最高の国際研究ネットワーク拠点に発展させ

るため、その組織の強化と支援を行う。（No.２２） 

（Ｈ25 年度）ＷＰＩの中間評価や本学の研究推進に係るプロジェクト・チームの検討結果

を踏まえ、研究環境等の整備に努める。 

 

□ グローバルＣＯＥプログラムの採択など中核的研究拠点として国際的プロジェクト

研究や共同事業を推進する。（No.２３） 

（Ｈ25 年度）国際的プロジェクト研究や共同事業等の推進を図る。 

 

②-1 国際高等研究教育機構等による新機軸研究の牽引 

□ 国際高等研究教育機構、原子分子材料科学高等研究機構、医工学研究科等を活用し、

新機軸研究を推進する。（No.２４） 

（Ｈ25 年度）新機軸研究を推進するための方策を検討し、実現可能なものから漸次実施す

る。 
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②-2 トランスレーショナル・リサーチ（基礎から臨床への橋渡し研究）の促進 

□ トランスレーショナル・リサーチ（基礎から臨床への橋渡し研究）を促進するため、

未来医工学研究治療開発センターの充実を図り、トランスレーショナル・リサーチの推

進を担う人材育成の教育システムを構築する。（No.２５） 

（Ｈ25 年度）臨床試験推進センターを中心とした先進医療臨床試験体制の整備、トランス

レーショナル・リサーチ（TR）の推進を担う人材育成の教育システムの充実

等に努める。東北地区 TR ネットワークの運用を図る。 

 

③-1 国際的ネットワークの構築による国際共同研究の推進 

□ 国際水準の大学・研究機関との国際学術ネットワークを通じた国際共同研究を推進す

る。（No.２６） 

（Ｈ25 年度）国際学術ネットワークや学術交流協定等を活用して、国際共同研究に向けた

研究者の国際交流や外国人研究員の受入れを図る。リエゾンオフィスや海外

事務所等の有効活用を図る。 

 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 戦略的研究支援機能の強化 

□ 社会的ニーズと本学の多様な研究シーズを組み合わせることができる戦略的研究支

援機能を強化する。（No.２７） 

（Ｈ25 年度）政策動向を含む社会的ニーズと本学の多様な研究シーズの組み合わせを図る

組織的な仕組みなど、戦略的研究支援機能を構築する。 

 

②-1 世界第一線の研究者が集う国際的研究の推進 

□ 外国人研究員・教員の受入れ環境の整備を進める。（No.２８） 

（Ｈ25 年度）増設したゲストハウスの運営を確立する。外国人研究員・教員の受入れ環境

の整備について可能なものから実施等に努める。 

 

３ その他の目標を達成するための措置 

 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 国家政策及び地域政策への貢献 

□ 国家政策や地域政策の策定等にも積極的に貢献するため、国や地方公共団体に向けて

の政策提言や教職員の審議会等への積極的参画を推奨するとともに、東日本大震災によ

る被災からの復旧・復興支援の取組に努める。（No.２９） 

（Ｈ25 年度）教職員の政策提言や審議会参画等を推奨するための方策の実施等に努める。

東日本大震災による被災地域の復旧・復興支援に協力する。 

 

①-2 教育と文化への貢献 

□ 教育と文化への貢献活動として、社会の要望を取り入れた企画を実施する。 
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（No.３０） 

（Ｈ25 年度）広報戦略推進室会議を中心とした関係部局等との連携・協力による貢献活動

の企画内容の検討等を行い、公開講座など可能なものから実施する。これま

での取組について必要に応じて見直しを行う。  

 

①-3  地域における国公私を通じた大学間連携（大学コンソーシアム等）の促進 

□  地域における国公私立大学等との積極的連携を図るため、大学コンソーシアムの推進

等による交流の促進を行う。（No.３１） 

（Ｈ25 年度）「学都仙台コンソーシアム」における各種事業の更なる拡充に努める。 

 

②-1 産学連携研究の推進 

□ 国際的視点または地域的視点に基づく本学の研究シーズと企業的ニーズをマッチン

グさせた共同研究を推進する。（No.３２） 

（Ｈ25 年度）産学連携研究を支援、推進するための施策の点検・見直し等を進めるととも

に、必要に応じて新たな施策の推進等を図る。  

 

②-2 サイエンスパーク構想の実現に向けた取組 

□ サイエンスパーク構想の実現に向けた取組を推進する。（No.３３） 

（Ｈ25 年度）青葉山新キャンパス整備の進捗状況及び東日本大震災による被災からの復旧・

復興の状況を踏まえながら、その実現に向けた取組の推進に努める。 

 

（２）国際化に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 国際化に対応する運営体制の整備 

□ 国際連携関係組織の機能を強化する。（No.３４） 

（Ｈ25 年度）大学の国際化の促進に関わる本部組織と部局担当部門との連携強化やそれぞ

れの機能強化を図る。 

 

①-2 国際的ネットワークの形成・展開 

□ 国際水準の大学や機関との国際的ネットワークに参加し、交流を推進する。 

（No.３５） 

（Ｈ25 年度）国際学術ネットワークの活用や学術交流協定校等との連携を図りながら、研

究者・学生等の研究集会や学生交流プログラム等への参加機会の充実に努め

る。 

 

①-3 国際的戦略広報の確立 

□ 国際的な知名度を高めるための広報活動を展開する。（No.３６） 

（Ｈ25年度）国際的な知名度を高めるために有効な国際広報のあり方について検討を行い、

海外向けホームページの刷新、広報誌の作成、海外での広報イベントの開催

等について、可能なものから実施する。 
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（３）平成 24 年度補正予算（第１号）に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 研究成果の事業化の促進 

□ 平成 24 年度補正予算（第１号）による運営費交付金及び政府出資金を用いて、事業

化に向けた産学共同の研究開発を推進する。 

研究開発の実施にあたっては、予め、事業の目的などを定めた事業計画を策定する

とともに、学外有識者を含む委員会の設置や専門性を有する外部人材の配置等により、

外部からの専門的な視点を盛り込むなどの体制整備を図る。（No.３６－２） 

（Ｈ25 年度）平成 24 年度補正予算（第 1号）による運営費交付金及び政府出資金を用いた

事業化に向けた産学共同の研究開発に係る体制を整備するとともに、事業計

画の策定を進め、研究開発に着手する。 

 

（４）附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 効率的かつ先進的な診療体制の整備 

□ 患者サービスの質の向上及び効率的かつ先進的な診療体制の整備を図る。 

（No.３７） 

（Ｈ25 年度）患者サービスの質の向上を図るための取組の充実に努める。先進的な診療に

対応する診療体制の整備・充実等を図る。 

 

①-2 医療安全及び医療の質の向上 

□ 医療の安全及び医療の質の向上を図るための取組を充実する。（No.３８） 

（Ｈ25 年度）医療安全の教育・実施管理体制の充実を図る。医療の質の向上を図るための

取組に努める。 

 

②-1 安定した病院財政基盤の確立 

□  病院経営状況を定期的に把握し、安定した病院財政基盤の構築を図るための取組を

推進する。（No.３９） 

（Ｈ25 年度）病院経営状況の定期的な分析・評価等による収益の確保に努める。病床運用

の効率化に向けた取組の推進等を図る。 

 

②-2 管理運営体制の整備 

□  病院機能の向上に向けて、管理運営体制を充実する。（No.４０） 

（Ｈ25 年度）病院事務機構などの管理運営体制の充実を図る。医師等の勤務環境の改善に

努める。 

 

③-1 医療人養成キャリアパスの構築 

□ 社会の要請にこたえる医療人を養成するため、卒前から卒後までの一貫したキャリ

アパスを構築する。（No.４１） 

（Ｈ25 年度）卒前教育から卒後研修までの医療従事者としてのキャリアパスを支援する体

制を充実させ、個人のニーズにも配慮した研修目標の達成を図る。 
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③-2 先進的医療の開発及び臨床研究への支援 

□ 先進的医療の開発及び臨床研究への支援を行う体制の整備を図る。（No.４２） 

（Ｈ25 年度）臨床試験推進センターを中心として臨床研究支援体制の整備等を図る。 

 

④-1 地域医療への貢献活動 

□ 社会や地域との医療連携を推進する。（No.４３） 

（Ｈ25 年度）国及び地方自治体と連携した地域医療・政策医療への貢献を推進する。 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 機動的・戦略的な運営組織の整備 

□ 迅速かつ効率的な戦略展開力の強化を図るため、戦略的な法人経営体制を整備する。

（No.４４） 

（Ｈ25 年度）理事・副学長・部局長の達成目標を明示した評価の実施等のほか、必要に応

じて組織体制等の整備を図る。 

 

①-2 内部監査の機能強化 

□ 監査結果に基づく業務改善を図る実効性ある仕組みを整備するため、内部監査体制

を充実する。（No.４５） 

（Ｈ25 年度）従来からの監査の効果的実施に向けた取組を推進するとともに、「内部監査に

おける品質評価シート」に基づく検証を実施し、必要に応じて監査手法や体

制の充実等に努める。 

 

②-1 国際競争力を支える教員の確保 

□ 国際水準の教育研究等の質の確保・向上を目指して、多様な教員を多様な方法で確

保する仕組みを教員のキャリアパスに適切に組み込んでいく。（No.４６） 

（Ｈ25 年度）総長特命教授制度等の各種教員制度を運用する。総長特命教授制度について

は、26 年度以降の実施体制について検討する。 

 

②-2 東北大学式人事処遇システムの整備 

□ 本学の戦略的・機動的な大学運営と教育研究の高度化による更なる躍進を目指して、

東北大学式人事処遇システムを立案し、実行する。（No.４７） 

（Ｈ25 年度）雇用管理及び給与等のシステムの検討等を行い、必要に応じて実施する。 

 

②-3 多様な努力が報われる評価システムの確立と活用 

□ 評価については、職種等の特性を踏まえて適切に実施し、必要に応じて改善を行う。 

（No.４８） 

（Ｈ25 年度）教員評価及び職員人事評価について、必要に応じて改善を加えながら、継続
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的に実施する。 

 

②-4 男女共同参画の推進 

□ 男女共同参画の推進に向けて、目標の設定、育児と仕事の両立支援策の導入など、総

合的・計画的な取組を推進する。（No.４９） 

（Ｈ25 年度）これまでの女性教員の比率向上及び育児と仕事の両立支援に向けた施策を実

施するとともに、必要に応じ検証・見直しを行う。 

 

③-1 安定した自己財政基盤の構築 

□ 中長期財政計画をベースに、予算編成を通じて基盤的な経費と戦略的な経費の調整を

行う。（No.５０） 

（Ｈ25 年度）全学的基盤経費と総長裁量経費等の調整を必要に応じて行う。 

 

③-2 総長裁量経費の重点投資 

□ 総長裁量経費の戦略的・重点的な投資を行う。（No.５１） 

（Ｈ25 年度）総長裁量経費の方針を必要に応じて見直し、戦略的・重点的な配分を行う。 

 

③-3 部局マネジメントに連動する資源の配分 

□ 部局マネジメントに連動する資源の配分を行う。（No.５２） 

（Ｈ25 年度）必要に応じて評価指標を見直し、部局評価及び評価結果に基づく傾斜配分を

継続して実施する。また、必要に応じて部局の業務改善努力を支援する。 

 

③-4 国際競争力を支える人材配置システムの再構築 

□ 大学の学術領域、価値観の多様性、基礎研究の重要性などに配慮しつつ、全学として

機動的・戦略的な人件費配分や人材配置等を可能とする仕組みを整備する。（No.５３） 

（Ｈ25 年度）人件費配分や人材配置の継続的な見直しを行い、必要となる措置の実施等に

努める。 

 

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 業務プロセスの改革 

□ 業務プロセスの改革を支える全学的に統合・一元化された情報基盤の整備を進めなが

ら、業務プロセスの改革を進める。（No.５４） 

（Ｈ25 年度）業務改革を更に推進するため、新たな業務改革推進プランを策定する。 

 

①-2 効率的かつ効果的な事務機構の再構築 

□ 組織・人事マネジメントの改革を進める。（No.５５） 

（Ｈ25 年度）「人事改革」プロジェクト・チームにより検討された事項について、運用面の

整備を図り、可能なものから実施に移す。 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 外部研究資金の拡充 

□ 外部資金の拡充を図るため、外部資金獲得の支援体制を強化する。（No.５６） 

（Ｈ25 年度）競争的資金等の獲得に関する支援体制の強化について、必要に応じて見直し

を行う。 

 

①-2 基金の充実 

□ 東北大学基金の恒久的な拡充を図るための取組を強化する。（No.５７） 

（Ｈ25 年度）卒業生等との連携や社会への情報発信を進めることにより東北大学基金の拡

充に努め、寄附目的に沿った事業を進める。これまでの取組について必要に

応じて見直しを行う。 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

 

（１）人件費の削減 

①-1 人件費の計画的削減 

□ 総人件費改革の実行計画による平成 22 年度までの削減目標を達成するとともに、平

成 23 年度までの削減を継続する。（No.５８） 

（Ｈ25 年度）年度計画なし。 

 

（２）人件費以外の経費の削減 

①-1 管理的経費の削減の徹底 

□ 管理的経費の削減を徹底するため、業務内容や業務方法の見直しを行う。（No.５９） 

（Ｈ25 年度）管理的経費の抑制に向けた業務内容や業務方法の見直し等を必要に応じて進

める。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 資産の効率的・効果的運用 

□ 資産運用体制を整備し、外部専門家の助言も得ながら資産運用管理を行う。 

（No.６０） 

（Ｈ25 年度）現行制度下での最善の資産・資金運用に努めるとともに、外部専門家等の助

言を得るなど資産・資金の有効活用を検討していく。 
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 自己点検・評価等の充実 

□ 自己点検・評価の行動計画を策定し、定期的に実施する。（No.６１） 

（Ｈ25 年度）各部局の特性に応じた自己点検・評価を継続して実施する。 

 

□ 世界的視点からの外部評価を取り入れる。（No.６２） 

（Ｈ25 年度）平成 21 年度に受審した欧州大学協会機関別評価プログラムにおける提言への

対応状況を検証するとともに、部局における国際的外部評価の実施状況につ

いて調査する。 

 

①-2 評価結果の大学運営への活用 

□ 全学及び部局に対する評価の結果を踏まえて、大学の業務運営や教育研究活動等の改

善に活用する。（No.６３） 

（Ｈ25 年度）部局評価を実施し評価結果を各部局へフィードバックするとともに、大学機

関別認証評価のための自己評価を行う。 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 研究者に向けた研究・教育成果の発信 

□ 東北大学機関リポジトリ（ＴＯＵＲ）を整備・充実する。（No.６４） 

（Ｈ25 年度）本学が生産した研究・教育成果の収集と東北大学機関リポジトリ（TOUR）へ

の登録を進めるとともに、機関リポジトリの更新に向けた仕様の作成等を行

う。 

 

①-2 一般市民に向けた研究・教育成果の発信 

□ 研究成果をホームページやサイエンスカフェ等から発信する。（No.６５） 

（Ｈ25 年度）全学的な広報連絡体制を整備充実し情報の共有化を図るとともに、ステーク

ホルダーが持つ本学のイメージ等を調査分析し、効率かつ効果的な戦略的広

報を展開する。 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 教育研究活動を支えるキャンパス整備の推進 

□ 各キャンパスの特性を踏まえたビジョンやマスタープランに沿った整備計画の具体

化を進める。（No.６６） 

（Ｈ25 年度）東日本大震災により被災した各キャンパスの災害復旧に努めるとともに、各

キャンパスマスタープランに沿った整備計画を推進する。 

 

□ 青葉山新キャンパスの整備に際しては、雨宮キャンパス等の地価状況や立地価値を踏

まえた再評価に基づき資金計画の見直しを行い、整備手法と資金計画を立案して進める。 

（No.６７） 

（Ｈ25 年度）青葉山新キャンパス整備事業を推進する。 

 

□ 施設設備の整備ニーズに関する点検評価を行い、整備事業のプランを策定し、計画的

に進める。なお、進行中のＰＦＩ事業については確実に推進する。（No.６８） 

（Ｈ25 年度）施設整備事業計画に基づいた当該年度の事業を推進する。また、整備ニーズ

を調査し、次年度の整備事業計画を策定する。 

 

①-2 施設設備の効率化 

□ 施設設備の更なる高効率な活用を促進する。（No.６９） 

（Ｈ25 年度）施設設備の効率的な運用に努める。共同利用スペースの運用や研究設備の共

同利用の促進策等について、必要に応じて見直しを行う。 

 

２ 環境保全・安全管理に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 環境保全・安全管理の責任体制の充実と社会貢献 

 

□ 地球環境に優しいエコキャンパスを目指して、本学にふさわしい環境マネジメントシ

ステムを導入する。（No.７０） 

（Ｈ25 年度）環境マネジメントシステム実施について、検証を行う。 

 

□ 環境保全・安全管理体制の更なる質の向上を図るため、環境保全・安全管理を一元的

に管理する組織体制の充実を図る。（No.７１） 

（Ｈ25 年度）環境・安全推進センターの組織及び運営体制について、検証を行う。 

 

□ 二酸化炭素の排出削減と更なる省エネルギーに取り組むため、「東北大学における温

室効果ガス排出削減等のための実施計画」を着実に実行する。（No.７２） 

（Ｈ25 年度）「東北大学における温室効果ガス排出削減等のための実施計画」を実施する。 
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①-2 災害対策の強化 

□ 災害に強いキャンパスを目指して、「東北大学地震対策基盤プロジェクト」を実行し、

学内システムの点検・見直しを進め、シミュレーションに基づく実践的訓練を実施する。 

（No.７３） 

（Ｈ25 年度）安否確認体制の再構築などを含めた地震対策や実践的訓練を引き続き推進す

るとともに、東日本大震災における学内対応やこれまでの地震対策について

の検証を進め、新たな災害対策アクションプラン策定に向けて検討を行う。 

 

①-3 キャンパスの安全の確保 

□ 交通、防犯などの点で安心できる快適なキャンパスづくりを進める。（No.７４） 

（Ｈ25 年度）公共交通の利用促進及び交通安全・防犯の確保に向けた学内及び関係機関と

の協議等を行い、必要な施策を実行する。 

 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 コンプライアンス活動の徹底 

□ コンプライアンス推進体制を構築し、コンプライアンスの周知徹底を図る。 

（No.７５） 

（Ｈ25 年度）コンプライアンスの周知徹底を推進し、職員の意識向上を図るための取組を

行う。 

 

４ 情報基盤等の整備・活用に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 情報基盤の全学的・体系的整備 

□ 「東北大学情報化推進アクションプラン」を着実に実行する。（No.７６） 

（Ｈ25 年度）平成 24 年度に策定した新しい情報化推進整備計画に基づき、情報基盤を整備

する。 

 

□ 情報セキュリティ対策の体制の整備を図る。（No.７７） 

（Ｈ25 年度）情報セキュリティ対策の強化に必要な具体的な規則及び体制の整備を図る。 

 

①-2 学術情報拠点としての図書館機能の改善 

□ 図書館を本学の学術情報の拠点と位置付け、それにふさわしい図書館機能の改善を図

る。（No.７８） 

（Ｈ25 年度）図書館サービス、学術情報、自主学習環境等の一層の整備に努める。調査・

分析データに基づき外部評価の準備作業を行う。 

 

５ 大学支援者等との連携強化に関する目標を達成するための措置 

 

①-1 東北大学全教職員・学生・地域住民との一体感のある大学づくり 

□ 東北大学全教職員・学生・地域住民との一体感の創成を図るための活動を展開する。 
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（No.７９） 

（Ｈ25 年度）広報戦略推進室会議を中心とした関係部局等との連携・協力による事業内容

の検討と立案を行い、可能なものから実施する。これまでの取組について必

要に応じて見直しを行う。 

 

①-2 同窓会の充実 

□ 東北大学校友会を中心とした校友へのサービスを通じて大学と卒業生の連携を強化

する。（No.８０） 

（Ｈ25 年度）校友サービスに関する事業内容の検討と立案を行い、可能なものから実施す

る。これまでの取組について必要に応じて見直しを行う。 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

１２２億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り

入れることが想定されるため。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

１ 重要な財産を譲渡する計画 

（１）片平南地区の一部（宮城県仙台市青葉区片平二丁目 1番 11）7,950.00 ㎡を譲渡する。 

（２）雨宮地区（宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 10 番 3）92,746.19 ㎡を譲渡する。 

２ 重要な財産を担保に供する計画 

（１）病院の施設整備及び病院特別医療機械の整備に必要となる経費の長期借入れに伴い、本

学の土地及び建物を担保に供する。 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改

善に充てる。 

 

Ⅹ その他 

 

１ 施設・設備に関する計画 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

・（青葉山）総合研究棟（農学系） 

・（医病）中央診療棟 

・三条１団地学生寄宿舎施設整備等事業（PFI）

・営繕事業 

・片平次世代情報通信プロジェクト研究拠点施設

・密封小線源放射線治療システム 

総額 2,459  

施設整備費補助金 (1,832)  

船舶建造費補助金  (    0) 

長期借入金      (  492) 

国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ交付金

 ( 134) 

注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や 

老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 

 

２ 人事に関する計画 

（１）総長特命教授制度等の各種教員制度を運用する。総長特命教授制度については、26 年

度以降の実施体制について検討する。 

（２）「人事改革」プロジェクト・チームにより検討された事項について、運用面の整備を図

り、可能なものから実施に移す。 

（３）教員評価及び職員人事評価について、必要に応じて改善を加えながら継続的に実施する。 

（４）女性教員の比率向上及び育児と仕事の両立支援に向けた施策を実施するとともに、必要

に応じ検証・見直しを行う。 
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（参考１）平成２５年度の常勤職員数  ４，４１２人 

（役員及び任期付職員を除く。） 

また、任期付職員の見込みを   ９２７人とする。 

（任期付職員は、大学の教員等の任期に関する法律に基づくもの。） 

（参考２）平成２５年度の人件費総額見込み ４４，２８３百万円 

 

３ 災害復旧に関する計画 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により被災した施設・設備等の復旧整備

を速やかに行う。 
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（別紙）予算、収支計画及び資金計画 

 １．予 算  

平成２５年度 予算 

（単位：百万円） 

区    分 金    額  

収 入   

運営費交付金 48,946  

施設整備費補助金 36,213  

船舶建造費補助金 0  

施設整備資金貸付金償還時補助金 0  

補助金等収入 38,160  

国立大学財務・経営センター施設費交付金 134  

自己収入 47,301  

授業料、入学料及び検定料収入 9,519  

附属病院収入 34,183  

財産処分収入 0  

雑収入 3,599  

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 22,216  

長期借入金収入 492  

貸付回収金 0  

承継剰余金 0  

目的積立金取崩 440  

前中期目標期間繰越積立金取崩 0  

計 193,901  

支 出   

業務費 92,311  

教育研究経費 61,807  

診療経費 30,504  

施設整備費 36,839  

船舶建造費 0  

補助金等 38,160  

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 22,216  

貸付金 0  

長期借入金償還金 4,375  

国立大学財務・経営センター施設費納付金 0  

計 193,901  

[人件費の見積り] 

  期間中総額 ４４，２８３百万円を支出する。（退職手当は除く） 

注）「運営費交付金」のうち、平成２５年度当初予算額 ４４，９７１百万円、前年度よりの 

繰越額 ２，８９３百万円。また、当初予算額４４，９７１百万円には、復興特別会計に 

計上された３７１百万円（うち授業料等免除事業３７１百万円）が含まれている。 

注）「施設整備費補助金」のうち、平成２５年度当初予算額 １，８３２百万円、前年度より 

  の繰越額３４，３８０百万円。 

 注）「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額 

  ３，５８７百万円。 
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 ２．収支計画  

平成２５年度 収支計画 

                                                      （単位：百万円） 

区    分 金    額  

費用の部 140,868  

経常費用 138,692  

業務費 113,860  

教育研究経費 34,617  

診療経費 20,543  

受託研究費等 11,884  

役員人件費 373  

教員人件費 24,157  

職員人件費 22,286  

一般管理費 2,344  

財務費用 738  

雑損 0  

減価償却費 21,751  

臨時損失 2,176  

     

収入の部 142,500  

経常収益 142,500  

運営費交付金収益 44,839  

授業料収益 9,146  

入学金収益 1,358  

検定料収益 232  

附属病院収益 34,183  

受託研究費等収益 14,973  

補助金等収益 17,374  

寄附金収益 3,297  

財務収益 33  

雑益 3,752  

資産見返運営費交付金等戻入 6,317  

資産見返補助金等戻入 3,601  

資産見返寄附金戻入 3,253  

資産見返物品受贈額戻入 144  

臨時利益 0  

     

純利益 1,632  

目的積立金取崩益 44  

前中期目標期間繰越積立金取崩益 0  

総利益 1,677  

 注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。 

 注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。 

  注）運営費交付金収益には、復興特別会計に計上された３７１百万円（うち授業料等 

   免除事業３７１百万円）が含まれている。
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 ３．資金計画  

平成２５年度 資金計画 

                                                      （単位：百万円） 

区    分 金    額  

    

資金支出 209,840  

業務活動による支出 122,227  

投資活動による支出 67,299  

財務活動による支出 4,375  

翌年度への繰越金 15,939  

     

資金収入 209,840  

業務活動による収入 148,963  

運営費交付金による収入 44,971  

授業料及び入学金検定料による収入 9,519  

附属病院収入 34,183  

受託研究等収入 14,168  

補助金等収入 38,160  

寄附金収入 4,397  

その他の収入 3,566  

投資活動による収入 36,379  

施設費による収入 36,347  

その他の収入 33  

財務活動による収入 492  

前年度よりの繰越金 24,005  

     

注）前年度よりの繰越金には、奨学寄附金に係る繰越額（１６，６８３百万円）が含まれている。 

注）資金収入には、復興特別会計に計上された３７１百万円（うち授業料等免除事業 

  ３７１百万円）が含まれている。 
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（別表）学部の学科、研究科の専攻等 

文学部 人文社会学科 ８４０人  

教育学部 教育科学科 ２８０人  

法学部 法学科 ６４０人  

経済学部 経済学科 ５４０人  

経営学科 ５４０人  

理学部 数学科 １８０人  

物理学科 ３１２人  

宇宙地球物理学科 １６４人  

化学科 ２８０人  

地圏環境科学科 １２０人  

地球惑星物質科学科 ８０人  

生物学科 １６０人  

医学部 医学科 ７０９人  

 （うち医師養成に係る分野 ７０９人） 

保健学科 ６０８人  

歯学部 歯学科 ３２４人  

（うち歯科医師養成に係る分野 ３２４人）

薬学部 創薬科学科 ２４０人  

薬学科 １２０人  

工学部 機械知能・航空工学科 ９３６人  

情報知能システム総合学科 ９７２人  

化学・バイオ工学科 ４５２人  

材料科学総合学科 ４５２人  

建築・社会環境工学科 ４２８人  

農学部 生物生産科学科 ３６０人  

応用生物化学科 ２４０人  

文学研究科 文化科学専攻 １１２人  

 うち前期課程 ６４人

   後期課程 ４８人

言語科学専攻 ４９人  

 うち前期課程 ２８人

   後期課程 ２１人

歴史科学専攻 ７５人  

 うち前期課程 ４２人

   後期課程 ３３人

人間科学専攻 ７７人  

 うち前期課程 ４４人

   後期課程 ３３人
教育学研究科 総合教育科学専攻 １２０人  

 うち前期課程 ７２人

   後期課程 ４８人

教育設計評価専攻 ２０人  

 うち前期課程 １４人

   後期課程 ６人
法学研究科 法政理論研究専攻 ８０人  

 うち前期課程 ２０人

   後期課程 ６０人

総合法制専攻（法科大学院） ２４０人  

 うち法科大学院課程 ２４０人

公共法政策専攻（専門職大学院） ６０人  

 うち専門職学位課程 ６０人
経済学研究科 経済経営学専攻 １６０人  

 うち前期課程 １００人
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   後期課程 ６０人

会計専門職専攻（専門職大学院） ８０人  

 うち専門職学位課程 ８０人
理学研究科 数学専攻 １３０人  

 うち前期課程 ７６人
   後期課程 ５４人
物理学専攻 ３２０人  
 うち前期課程 １８２人
   後期課程 １３８人
天文学専攻 ３０人  
 うち前期課程 １８人
   後期課程 １２人
地球物理学専攻 ９１人  
 うち前期課程 ５２人
   後期課程 ３９人
化学専攻 ２３１人  
 うち前期課程 １３２人
   後期課程 ９９人
地学専攻 １１２人  
 うち前期課程 ６４人
   後期課程 ４８人

医学系研究科 医科学専攻 ６００人  
 うち修士課程 ８０人
   博士課程 ５２０人
障害科学専攻 ８９人  
 うち前期課程 ５６人
   後期課程 ３３人
保健学専攻 ７８人  
 うち前期課程  ４８人
   後期課程 ３０人

歯学研究科 歯科学専攻 １８５人  
 うち修士課程 １２人
 博士課程 １７３人

薬学研究科 創薬化学専攻 １０人  

  うち後期課程 １０人

医療薬科学専攻 ９人  

 うち後期課程 ９人

生命薬学専攻 ７人  

 うち後期課程 ７人

分子薬科学専攻 ６０人  

 うち前期課程 ４４人

   後期課程 １６人

生命薬科学専攻 ８４人  

 うち前期課程 ６４人

 後期課程 ２０人

医療薬学専攻 ８人  

 うち博士課程 ８人
工学研究科 機械システムデザイン工学専攻 １１９人  

 うち前期課程 ８０人

    後期課程 ３９人

ナノメカニクス専攻 １１９人  

 うち前期課程 ９２人

   後期課程 ２７人

航空宇宙工学専攻 １３６人  

 うち前期課程 １００人

   後期課程 ３６人

量子エネルギー工学専攻 １０９人  
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  うち前期課程 ７６人

   後期課程 ３３人

電気・通信工学専攻 １６人  

 うち後期課程 １６人

電気エネルギーシステム専攻 ８０人 うち前期課程 ６４人

   後期課程 １６人

通信工学専攻 ７８人 うち前期課程 ６２人

   後期課程 １６人

電子工学専攻 １４７人  

 うち前期課程 １０２人

    後期課程 ４５人

応用物理学専攻 ９７人  

 うち前期課程 ６４人

    後期課程 ３３人

応用化学専攻 ７６人  

 うち前期課程 ５２人

    後期課程 ２４人

化学工学専攻 ８９人  

 うち前期課程 ６８人

    後期課程 ２１人

バイオ工学専攻 ５３人  

 うち前期課程 ３８人

    後期課程 １５人

金属フロンティア工学専攻 ７３人  

 うち前期課程 ５２人

    後期課程 ２１人

知能デバイス材料学専攻 １０４人  

 うち前期課程 ７４人

    後期課程 ３０人

材料システム工学専攻 ８４人  

 うち前期課程 ６０人

    後期課程 ２４人

土木工学専攻 １２２人  

 うち前期課程 ８６人

    後期課程 ３６人

都市・建築学専攻 １１４人  

 うち前期課程 ９０人

    後期課程 ２４人

技術社会システム専攻 ８１人  

 うち前期課程 ４２人

    後期課程 ３９人

バイオロボティクス専攻 ９７人  

 うち前期課程 ７０人

    後期課程 ２７人
農学研究科 資源生物科学専攻 １１１人  

 うち前期課程 ７２人

    後期課程 ３９人

応用生命科学専攻 １０９人  

 うち前期課程 ７０人

    後期課程 ３９人

生物産業創成科学専攻 １０９人  

 うち前期課程 ７６人

    後期課程 ３３人
国際文化研究科 国際地域文化論専攻 ６３人  

 うち前期課程 ３０人

   後期課程 ３３人
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国際文化交流論専攻 ８８人  

 うち前期課程 ４０人

    後期課程 ４８人

国際文化言語論専攻 ５９人  

 うち前期課程 ２６人

    後期課程 ３３人
情報科学研究科 情報基礎科学専攻 １０９人  

 うち前期課程 ７６人

    後期課程 ３３人

システム情報科学専攻 １０７人  

 うち前期課程 ７４人

    後期課程 ３３人

人間社会情報科学専攻 ９０人  

 うち前期課程 ６０人

    後期課程 ３０人

応用情報科学専攻 １００人  

 うち前期課程 ７０人

    後期課程 ３０人
生命科学研究科 分子生命科学専攻 ９７人  

 うち前期課程 ５８人

    後期課程 ３９人

生命機能科学専攻 １２７人  

 うち前期課程 ７６人

    後期課程 ５１人

生態システム生命科学専攻 １２９人  

 うち前期課程 ７８人

    後期課程 ５１人
環境科学研究科 環境科学専攻 ２５１人  

 うち前期課程 １７０人

    後期課程 ８１人
医工学研究科 医工学専攻 ９２人  

 うち前期課程 ６２人

    後期課程 ３０人
教育情報学教育部 教育情報学専攻 ３９人  

 うち前期課程 ２４人

    後期課程 １５人

歯学部附属歯科技工士学校  ４０人   

 


